
 

 
甲府地区消防本部 

１  講習の種類 

    この講習は、消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）第８条第１項の規定による防

火管理者の資格を取得しようとする者に対し、消防法施行令（昭和３６年３月２５日政令第３

７号）第３条第１項第１号イの規定により消防長が防火管理者の資格を付与するために行う甲

種防火管理講習です。 

 

２  講習の日時及び定員 

    平成２６年１２月２日(火)・３日(水) 両日共午前8時50分～午後4時20分頃まで 

    定員１５０名 

 

３  講習の場所 

    甲府市蓬沢一丁目１５－３５ 

    山梨県自治会館 １階「講 堂」  ℡055-237-5711 

 

４  受講対象 

    防火対象物において、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督 

  的な地位にある者であればどなたでも受講できますが、昭和６２年４月１日の法令改正により 

  特定防火対象物（例…劇場、映画館、飲食店、店舗、旅館、ホテル、病院、雑居ビルなど）で 

  延べ面積が３００平方メートル以上、又は非特定防火対象物（例…共同住宅、学校、工場、事 

  務所、銀行、官公庁など）で延べ面積５００平方メートル以上の防火対象物は、甲種防火管理 

  講習を受講した者でなければ選任できません。また、これらの面積に満たない防火対象物の防 

  火管理者は、甲種防火管理講習又は乙種防火管理講習のいずれかを受講した者であれば選任で 

  きますが、今回は乙種防火管理講習を行いませんので、この機会に受講して下さい。 

 

５  受講申請書の受付 

（１） 受付日時 

平成２６年１０月２７日（月）から１０月３１日（金）までの５日間 

午前９時から午後４時３０分まで 

ただし、２７日については、甲府地区消防本部管内に居住又は勤務する方を優先し、

定員になり次第締め切ります。 

（２）受付場所及び問合せ先 

      甲府市伊勢三丁目８番２３号 

      甲府地区消防本部予防課  ℡055-222-1284 査察指導・広報係まで 

（１０月２７日は甲府地区消防本部３階講堂で行う） 

 

６  受講申込 

（１） 申請書と受講料（４，０００円テキスト代等含む。）を添えて申し込んでください。郵 

送等の受け付けはありませんのでご注意ください。 

申請書は、甲府地区消防本部予防課及び管内各消防署に準備してある他、当本部のホー

ムページからもダウンロードすることが出来ます。 

（２） 写真（縦３cm×横２．５cmの大きさで６ヶ月以内に撮影した単身、無帽、正面上半 



身で背景のないもの）が１枚必要となります。 

    なお、申請後の受講取り消し、又は受講しなかった場合の受講料等は、一切返却いたし

ません。 

 

７ 講習科目の一部受講免除 

次の資格を有する方は、一部講習科目が免除できますので、資格の免状を添えて申し込んで

下さい。 

対象者 受講免除科目 

消防用設備点検資格者講習修了者 
防火管理の意義と制度 

自衛消防業務講習修了者 

 

８  注意事項 

（１）昼食は各自用意してください。（会館内の食堂は12：10以降は利用できます。） 

（２） 既に「防火管理者」を選任して届出がなされている事業所等の場合は、当面受講の必要 

    はありませんが、人事異動等を考慮してこの機会に資格を取得するようにご配慮下さい。 

  （３）受講当日は、筆記用具、テキスト、受講票、印鑑を必ず持参して下さい。 

  （４）遅刻・早退・欠席等のある者には、「修了証」は交付できません。 

 （５）駐車場は会館南側をご使用ください。会館北側駐車場は職員専用です。 

 

９  講習科目・時間 

講 習 時 間 割 表 

実施日 科          目 時          間 所要時間（分） 

１２月２日 

（火） 

（１日目） 

受         付 ８：５０～  ９：１０  ２０  

受 講 案 内 ９：１０～  ９：１５  ５  

あ  い  さ  つ ９：１５～  ９：２０  ５  

防火管理の意義と制度の概要 ９：２０～１０：５０  ９０  

火 災 の 現 象 １１：００～１２：００  ６０  

≪ 昼      食 ≫ １２：００～１３：００  ６０  

出火防止と収容人員の管理 １３：００～１４：００  ６０  

危険物の安全管理 １４：１０～１５：１０  ６０  

地  震 対 策 １５：２０～１６：２０  ６０  

１２月３日 

（水） 

（２日目） 

 

受         付 ８：５０～  ９：１０  ２０  

施設・設備の維持管理 ９：１０～１０：４０  ９０  

職場の救急業務 １０：５０～１１：５０  ６０  

≪ 昼      食 ≫ １１：５０～１３：００  ７０  

防火管理の進め方と消防計画 １３：００～１４：３０  ９０  

効 果 測 定 １４：４０～１５：１０  ３０  

事務連絡・修了証の交付 １５：２０～１６：２０  ６０  



第８２回甲種防火管理新規講習会受講申請書 

 ※受理番号  

平成   年  月  日 

（あて先）甲府地区広域行政事務組合消防長 

受

講

申

請

者 

住 所 
〒   － 

フリガナ  連絡先(携帯)  

氏 名  生年月日 
□大正    

□昭和    年   月   日生 

□平成     

事業所名  

所在地  

職務上の地位 

（ 職 名 ） 
 

記入上の注意 

１ 該当箇所の□にレ印を入れてください。 

２ ※の欄は、記入しないでください。 

受講料 ４，０００円 

※担当者  

 

（切り離さないでください） 

第８２回甲種防火管理新規講習会受講票 

 ※受講番号  

住 所 
〒   － 

写   真 

 

タテ ヨコ 

3cm×2.5cm 

 

フリガナ  

生年月日 

□ 大正   

□ 昭和   年   月   日生 

□ 平成    氏 名  

講習日  平成２６年１２月２日（火）～ 平成２６年１２月３日（水） 「２日間」 

講習場所  山梨県自治会館 １階「講堂」甲府市蓬沢１－１５－３５ TEL０５５－２３７－５７１１ 

※  確  認  欄 

実施日 入 場 退 場 検印 欠講時間 

１
日
目 

午前 ： ：   

午後 ： ：   

２
日
目 

午前 ： ：   

午後 ： ：   

受講上の注意 

① 午前、午後とも入場の際に検印を受けてください。 

② 至急の電話等で退席する場合は、受付で時間を記入し検印を受けてください。 

③ 最終日の午後の入場時に受付へ提出（係員に渡す）してください。 

④ 会場周辺の道路及び会館職員専用駐車場へは駐車しないようお願いします。 

※個人情報の取り扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令を遵守し、安全管理の徹底を適切に行

い、使用目的以外の利用は致しません。 


